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審 議 案 件

議 第 １ 号 岳南広域都市計画汚物処理場の名称変更について（富士宮市決定）

報 告 事 項

(1)都市計画道路の必要性再検証について

(2)まちづくり交付金フォローアップについて

１ 審議に出席した委員（１１人）

水 口 俊 典 委員 竹 内 文 則 委員

渡 邉 文 雄 委員 斉 藤 秀 実 委員

稲 葉 晃 司 委員 山 口 源 蔵 委員

諸 星 孝 子 委員 平 口 智 通 委員

【代理】長倉 隆一

西 川 泰 正 委員 野 澤 和 俊 委員

佐 野 みどり 委員

２ 審議に欠席した委員（６人）

菅 原 由美子 委員 寺 田 尚 稔 委員

河原崎 信幸 委員 望 月 芳 将 委員

望 月 光 雄 委員 清 功 委員
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３ 説明のための出席者

【議 第 １ 号】

都市整備部長

[都市計画課] 課 長 主 幹 計画係長

【報告事項(1)】

都市整備部長

[都市計画課] 課 長 主 幹 計画係長 計画係主査

【報告事項(2)】

都市整備部長

[都市整備課] 課 長 主幹兼都市整備係長 都市整備係主幹
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【司 会】計画係長

定刻となりましたので、ただいまから平成２２年度第１回富士宮市都市計画審議会を

開会させていただきます。

皆様には、御多忙の中御出席いただきましてありがとうございます。

会議に先立ちまして市長から皆様にご挨拶をさせていただきます。

市 長

本日は、公私ともにお忙しいところ平成２２年度第１回富士宮市都市計画審議会に御

出席いただきまして誠にありがとうございます。

また、皆様方におかれましては、日頃より市政全般に渡りまして多大な御協力を賜り

厚く御礼申し上げます。

今年の夏は異常気象ともいえるほどの猛暑でありまして、これも地球温暖化の影響か

もしれませんが、自然環境において何か重大な変化が起きているのではないかと思わず

にはいられません。

この、変化というものはなにも自然環境だけにとどまるものではなく、世の中全般に

おいて、さまざまな変化が起こっています。

富士宮市といたしましては、ご存知のとおり、本年３月をもちまして富士宮市は芝川

町と無事合併をいたしましたことが大きな変化であります。

合併に伴い、都市計画の分野におきましても、都市計画区域の再編、芝川地域の区域

区分の実施といった大きな変更が控えております。

現在、地区住民の皆様への説明を終え、来月には公聴会を開催するなど、都市計画法

に基づく手続きに入る予定でございます。

本審議会には、来年１月ごろ御審議いただく予定でありますので、その際はよろしく

お願いいたします。

さて、本日皆様に御審議いただきますのは、先ほどお話しいたしました合併に伴いま

す汚物処理場の名称変更についてであります。

また、報告事項といたしまして、予てから皆様方にはご意見をいただいて参りました、

都市計画道路の必要性再検証の検証結果について御報告いたしますとともに、一昨年御

審議いただきました、まちづくり交付金事後評価につきまして、評価指標の数値が確定

いたしましたことから、合わせて御報告いたします。

委員の皆様におかれましては、専門的な見地から、また、富士宮市民としての視点か

ら、活発なご意見を賜りたく存じます。

最後になりますが、今後とも市制発展のために、変わらぬ御協力を賜りますようお願

い申し上げまして、私からのご挨拶とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

【司 会】計画係長

ありがとうございました。

ここで市長は他の公務のため退席いたします。
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それでは、会議に入ります前に、お手元に配布させていただきました資料の確認をお

願いいたします。

配布資料は、８月１０日付けで送付させていただきました資料といたしまして、本日

ご審議いただきます「提出議案書」「報告事項 都市計画道路の必要性再検証の資料」

同じく報告事項の「まちづくり交付金フォローアップ」の資料です。

また、本日配布させていただきました資料として、「本日の次第」「富士宮市都市計画

審議会委員名簿」「席次表」の以上６点となっております。

不足しているもの及び不備があるものがございましたらお知らせください。

・・・・・資 料 確 認・・・・・

よろしいでしょうか。

次に本日欠席の委員、代理出席の委員についてご報告させていただきます。

「菅原委員」「寺田委員」「河原崎委員」「望月芳将委員」「望月光雄委員」「清委員」

につきましては、本日所用のため欠席のご連絡をいただいております。

次に代理出席の委員についてご報告いたします。

「平口委員」の代理とたしまして、富士宮警察署交通課長の長倉様に出席いただいて

おります。

よろしくお願いいたします。

それでは、お手元の次第によりただいまから審議をお願いいたします。

以降の議事進行を、富士宮市都市計画審議会運営要領第５条の規定によりまして、水

口会長にお願いいたします。

水口会長よろしくお願いいたします。

水口会長

みなさんこんにちは。

前回、前回の審議会は昨年７月に行いましたが、その際、審議会委員の改選があり、

多くの方が前期に引き続き再任いただきました。

審議といたしましては、景観法に基づく景観計画の審議を行ったわけですが、その際、

若干の付帯意見をつけて答申をいたしましたが、本年１月に景観計画を施行され、現在、

景観法に基づく景観行政を展開されております。

また報告事項として、都市計画道路の必要性再検証についての中間報告をいただきま

した。

本日は、その後の道路網全体での評価を受けての最終的な検証結果を御報告いただく

こととなっております。

もう一点報告事項として、先ほど市長の話にもありました、芝川町との合併に伴って、

都市計画における課題の報告がありました。

本日の議案である「都市計画施設の名称変更」については、合併に伴う都市計画の変
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更の中では形式的なものに分類されますが、次回の審議会におきましては、都市計画区

域の編入やマスタープラン、線引きの問題など、具体的な課題を行う予定でおりますの

で、本日はその入口部分ということでご審議いただければと思います。

また、報告事項の２といたしまして、前々回の審議会で審議いたしました「まちづく

り交付金事後評価」のフォローアップということで、「まちづくり交付金」という各市

町村が自由に工夫しながら活用していくという非常に使い道の自由な交付金の事後評

価を行いましたが、その際は成果として出た数値が推計値であったことから、事業が終

了し、確定した数値がこの度取りまとまったということで、その報告をいただきます。

それでは早速、審議に入りたいと思いますが、先ず、本日の出席委員について確認い

たします。

事務局からも説明がありましたように、本日の出席委員は１１人でありますので、過

半数に達していることから本会議は成立いたします。

また、本日の会議の議事録署名人を斉藤秀美委員にお願いいたします。

それでは審議に入ります。

議第１号「岳南広域都市計画汚物処理場の名称変更について」事務局から説明を求め

ます。

都市計画課長

私から、議第１号 岳南広域都市計画汚物処理場の名称変更についてご説明いたしま

す。

「汚物処理場」とは、汚物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環

境の保全及び公衆衛生の向上を図るためのいわゆる「し尿処理」を行う施設で、都市計

画法第 11 条に基づき、名称、位置、区域、面積等を都市計画に定めることとしていま

す。

今回の議案は、現在、富士宮市星山で操業中の「汚物処理場」における都市計画に定

められた名称を変更するものであります。

議案書３ページをお開きください。理由及び変更理由を朗読いたします。

まず、理由であります。

「市町村合併に伴い、当該汚物処理場の名称を本案のとおり変更する。」

次に議案書４ページの変更理由であります。

「富士宮市芝川町厚生施設組合衛生プラントは、富士宮市、芝川町におけるし尿処理

施設として昭和６０年８月３日に都市計画決定を行い現在に至るが、平成２２年３月

２３日の富士宮市、芝川町の合併に伴い、それまでの運営主体である「富士宮市芝川町

厚生施設組合」が解散したことから、本案のとおり名称を変更するものである。」

議案書５ページをお開きください。

変更概要といたしましては、当該施設の都市計画に定められた名称を、これまでの「富

士宮市芝川町厚生施設組合衛生プラント」から「富士宮市衛生プラント」に変更するも

のであります。

なお、今回の都市計画の変更は名称を変更するのみであり、都市計画に定められた位
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置、区域、面積等、その他の事項については変更ありません。

以上で説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。

水口会長

ありがとうございました。

それではただいまの事務局の説明に、ご質問やご意見のあるかたは発言をお願いいた

します。

・・・・・「なし」の声・・・・・

それでは私から質問いたしますが、複数の市町村が共同で行う一部事務組合の施設が、

都市計画決定されていたということで、今回、名称の変更が生じたわけですが、このほ

かに、一部事務組合が管理していた都市計画決定された施設はありますでしょうか。

都市計画課長

一部事務組合が管理していた都市計画決定された施設といたしましては、ごみ焼却施

設であります「清掃センター」がございますが、この施設につきましては、都市計画の

名称も「清掃センター」でありますので、今回の合併に伴い都市計画上の名称を変更す

る必要はありません。

水口会長

この議題につきましては、合併に伴いある種形式的な都市計画の変更でもあり、皆様

から特にご質問が無かったことから、「原案のとおり、都市計画上適切なものであると

認める」という趣旨の答申を行いたいと思いますがよろしいでしょうか。

・・・・・「異議なし」の声・・・・・

ありがとうございます。

それでは次の議題に入ります。

報告事項(1)、都市計画道路の必要性再検証について、事務局から説明をお願いいた

します。

都市計画課長

それでは、都市計画道路の必要性再検証について説明させていただきます。

始めに私からは、趣旨並びに概要について説明させていただき、詳細については、こ

の後、担当職員より都市計画道路の必要性再検証結果（案）の概要版、資料①とパブリ

ックコメント公表用資料③を説明します。

また、この再検証と関連があります資料④⑤の都市計画施設区域内の建築許可基準の

緩和についても併せて説明させていただきます。
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本件は、富士宮市内にある２５路線の都市計画道路について、近年の社会情勢や都市

構造の変化に対応するため、平成２０年度より３か年をかけて計画決定当時と必要性や

役割が変化していないかなどの再検証を実施しているものです。

作業を年度で分けますと、平成２０年度が全体作業方針の立案と区間単位での検証、

２１年度が道路網全体での検証、そして２２年度が作業成果を取りまとめ、各路線の方

針（案）を作成しパブリックコメントなど公表手続きとなります。

この再検証事業については、これまで作業段階に応じて当審議会へは２回の報告をさ

せていただいております。

まず、着手報告として平成２０年１２月４日に再検証を行う事となった社会的背景や

スケジュール、そして、作業を進めるうえでの基本的な考え方や手順を示した「再検証

指針」を定めるための内容について。

翌年の平成２１年７月２日に経過報告として検証初年度の区間単位での必要性と合

理性の検証作業成果をご説明させていただきました。

本日は、最終報告として、その後の作業進捗に伴いこのほど取りまとめた「再検証結

果（案）」の内容とこの（案）に対して先日７月４日から８月５日にかけて行ったパブ

リックコメントの結果及びその対応方針についても含めて説明させていただきます。

本日ご説明する再検証結果（案）の内容についてですが、結果の概要を申しますと再

検証対象１９路線６９区間約３８．８キロのうち、およそ３割にあたる２０区間約

１０．４キロを変更または廃止する方針を導いております。

なお、この再検証ですが、既に計画決定されている道路に対して行い、計画の必要性・

妥当性を再確認するというもので、ゼロベースからの新たな道路網の構築、また、整備

時期を決定するものでもありません。

今後も計画を存続する路線全てが直ちに整備に着手できる訳ではなく、これまでと同

様に優先順位を決めて整備していくことになりますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。

また、再検証結果において変更や廃止と設定された路線については、今後、地域住民

等の皆さんと説明会を通じて合意形成を図りながら、順次都市計画法の手続きを進めて

行きます。来年度以降の審議会で、改めて路線の変更や廃止の審議案件として、諮問さ

せていただくことになりますので、その際にはよろしくお願いします。

それから、この再検証に関係する事柄として、都市計画施設の区域内における建築行

為には一定の制限がかかり許可を要するということがあります。

これは、都市計画法第５３条・５４条に基づくもので、その許可基準は木造等の２階

建てまでということが定められています。

都市計画道路に関しては、今後もより効率的な整備をしていくものの、事業の実施が

相当将来になる路線では、この制限が長期化してしまい地権者が長期間土地を有効利用

できないといった問題が生じます。

こうしたニーズに対応するため、この問題についても再検証と併せて取り組むことが

望ましいとされており、許可基準の見直しを検討して参りました。

現在、近い将来事業が見込まれていない路線という条件の下で、これまでの２階建て
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から３階建てを認める方向で許可基準の緩和を検討してまいりましたので、その内容に

ついても併せて説明させていただきます。

それでは、次に詳細の内容について担当職員よりご説明いたします。

都市計画課 主査

それでは私から、都市計画道路の必要性再検証の詳細についてご説明いたします。

説明は始めに都市計画道路の必要性再検証結果（案）について、続いて都市計画施設区

域内の建築許可基準の緩和について、それぞれお手元の資料をパワーポイントにまとめ

ておりますので、スクリーンをご覧ください。

それでは、都市計画道路の必要性再検証結果（案）についてです。

本件については、これまで当審議会において２回の説明をさせていただいております。

本日は、前半部分で前回までのおさらいとなりますが一連の作業過程や手順を再度ご

説明した上で、この度の再検証結果（案）として、各路線の方針を導いた過程や理由を

ご説明いたします。

最初に事業着手にあたり作業を進めるうえでの基本的な考え方や手順を示した「再検

証指針」について、平成２０年１２月４日の審議会で説明させていただきました。

以降はパブリックコメントを経て定めたこの指針に従って検証作業を進めてきまし

た。

平成２０年度は、再検証対象区間を分割設定し、区間単位での必要性と合理性の検証を

行いました。

そして、この区間単位での検証までの成果について、平成２１年７月１７日の審議会

で経過報告させていただきました。

平成２１年度は、区間単位での検証結果を基に将来交通量を踏まえた道路全体での検

証を行いました。

そして、最終年度である今年度は、これまでの検証結果から各路線の方針を決定・公

表していく年となりますが、このほど、その方針である再検証結果（案）を、お手元の

資料③として取りまとめ、去る７月５日から８月４日までパブリックコメントを実施し

ました。

１件のご意見をいただきましたので、本日はその内容や対応方針も含めて説明させて

いただきます。

また、資料①は概要版として作成したものです。

資料②は変更・廃止路線の位置図です。

今後は、パブリックコメントの意見を踏まえた最終検討を終えたのち、９月末までに

改めて最終方針として再検証結果を決定、公表したいと考えています。

その後は、順次、個別課題の検討と地域の皆さんとの合意形成を図り、都市計画法に

基づく手続きを進めていく予定です。

都市計画道路の整備状況です。富士宮市内には２５路線の都市計画道路があり、計画

決定延長は、全体で約６６．５キロメートルです。図の黒色で示した既に改良が終って

いる区間がおよそ２４．４キロメートルで、平成２２年３月３１日時点の改良率は約
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３７パーセントです。

都市計画道路の一覧です。

既に全線改良が終っているものが緑色で示した４路線、未着手の路線がピンクで示し

た７路線です。

およそ３割の路線が、手付かずの状況となっています。

黄色の最上段が現在事業中の第二東名、水色の最下段が歩行者専用道路、色塗りのない

路線は、一部でも手が付けられている路線で、１２路線あります。

次に必要性再検証の進め方です。検証作業はステップ１からステップ４の４段階で行

っています。

検証作業は初めに区間単位で行うため、ステップ１として、まず対象区間を分割設定

します。

一路線といっても非常に長いものもあるためです。

対象区間の分割設定の結果、得られた６９区間について、ステップ２として、各区間

毎に道路の役割や機能の観点から必要性の検証をします。

ステップ３として整備する際に生じる課題や計画の規模・配置の観点から合理性を検

証します。

そして、ステップ４として区間単位での検証結果を基に将来交通量を踏まえ、ネット

ワークの連続性など道路網全体として検証を行い、総合的な結果から現決定を維持する

のか、変更または廃止するのかの方針を導きます。

ステップ１の再検証対象区間の分割設定では、各路線を分割して検証を行う区間単位

を設定します。

その際には、改良済みや事業中の区間のほか、第二東名や歩行者専用道路を除外し、

幹線道路などの主要な交差点や上位計画で位置づけられている区間などによって分割

設定しています。

この結果、１９路線６９区間を再検証対象の区間として設定しました。

再検証対象区間の延長は約３８．８キロメートルです。

ステップ２の区間単位での検証方法や評価の観点について説明いたします。

必要性の検証では、各区間の持つ役割や機能に着目し、一般的な道路機能として、渋滞

緩和への効果、自転車・歩行者の通行量、さらには主要な都市施設等を結ぶアクセス性、

土地区画整理事業等市街地形成に果たす役割、電線類や上下水道の整備計画との関わり

を検証しています。

また、防災・観光振興機能として、災害時の避難緊急輸送路や消防活動を円滑にする

ための役割、都市景観の向上や観光地へのアクセス等の観点からも検証をしています。

必要性の検証における具体的な評価の作業内容として、交通機能、歩行者自転車交通

を例に説明いたします。

駅や学校・病院と接する場合は、歩行者自転車の利用、特に児童生徒・高齢者などの

通行が多く、安全性確保が必要不可欠であることから、特に必要性が高いと評価をして

います。

また、整備後に通学路としての役割が期待される場合や大規模小売店舗や公共施設と
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接する場合のほか商業用途地域内の場合には、歩行者自転車の通行が比較的多く、計画

区間が安全な歩行空間の確保に寄与することから、必要性が認められると評価していま

す。

このように必要性の検証では、計画道路の必要度に応じた評価を行っています。

次にステップ３の合理性の検証では、計画路線を整備するうえで生じる問題や配置・

規模といった点に着目しています。

１つ目は立地的な制約として、事業費や事業期間の増大につながる橋りょうや立体交

差など、大規模な構造物が発生しないか、また、歴史的文化的価値の高い物件や風致地

区に抵触していないか。

２つ目は計画の妥当性として、計画路線を作らずともその機能が代替できる路線が近

くにないか、現在の道路構造令と当時決定した計画路線が整合しているか。

３つ目は交通・土地利用との整合性として、将来交通量に対して計画されている道路

規格が過大となっていないか、土地利用の状況から地域の活動や特性を損なわないか、

という以上の観点から検証をしています。

合理性の検証における具体的な評価の作業内容として、物理的・地形的制約を例に説

明いたします。

事業を行う上で影響を及ぼす要因がある場合にマイナスの評価をしています。

想定するものとして、５０メートル以上の大規模橋梁、鉄道等との立体交差、大規模

法面などの大規模構造物、このほか支障物件が多く存在していたり、工場などの大規模

施設と抵触する場合にもマイナスの評価をしています。

次にステップ４の道路網での検証では、区間単位での検証結果を基に仮ネットワーク

を作成します。

仮のネットワークというのは道路網を全体で検証するために、ひとまず設定をする道

路網です。

仮ネットワークの設定方法は、仮設定のフローに基づき必要性が高く、かつ合理性に

欠ける点がない、または小さいものは「現決定を維持」と仮設定します。

次に必要性は高いが、合理性に欠ける点が大きいと判断されたものは、幅員や線形等

を変更することでより整備し易くならないか、といった観点から「変更」と仮設定しま

す。

最後に必要性が低いものに関しては、社会情勢の変化とともに決定当初のような役割

がなくなったと考え「廃止」と仮設定します。

これを基本として作成した仮ネットワークを用いて道路網での検証を進めていきま

す。

ただいまの仮設定のフローに基づき判定した結果のグラフです。各区間の必要性と合

理性の関係をグラフに表しています。

水色のグループは、ステップ２と３の区間単位での検証において、 道路の役割や機

能が認められ必要性が高く、かつ合理性も高いと整理されたもので５５区間ありました。

また、オレンジ色のグループは、道路の役割や機能が認められ必要性は高いものの、

同時に事業における課題があり合理性が低いと整理されたもので５区間ありました。
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ピンク色のグループは、道路の役割や機能が認められず必要性が低いと整理されたも

ので９区間ありました。

今のグラフを図面に示したものがこちらです。

必要性が低い９区間と必要性は高いが事業実現上の合理性が低い５区間を含む路線

は、道路網全体での検証において、さらに詳しく検証しています。

道路網全体での検証は、さきほどの方法で設定した仮ネットワークを用いて将来交通

量を踏まえた検証を行っています。

どこか渋滞等の交通処理上の問題が生じていないか、あるいはバスなど公共交通の機

能が低下していないか、富士宮市の将来都市像と整合性が図れるか、また、途中で途切

れたり、ネットワークとして不自然なところはないか、などの観点から検証を行ってい

ます。

それでは、道路網全体での検証を行った結果と各路線の方針が導かれた過程について

ひとつひとつ見ていきたいと思います。

始めに必要性が低い５路線９区間を説明します。

最初に小泉大中里線７－４～８の５区間です。

区間検証では、必要性は主に歩行者自転車交通機能以外に認められず評価が低く、合

理性においては支障物件が多く存在し、また、７－５区間では浅間大社風致地区に抵触

しています。

道路網検証では、周辺の都市計画道路などの既存道路網や細街路により必要な機能は

対応可能であることから、仮設定どおり廃止しても自動車交通や公共交通への影響は小

さく、将来都市像との整合性にも問題はありません。

よって、小泉大中里線の一部区間７－４～８の５区間は廃止とします。

次に野中棒杭線１１－４区間です。

区間検証では、必要性は自動車交通・都市防災機能以外に認められず評価が低く、合

理性においては支障物件が多く存在し、また、近傍に代替路線となり得る同等規格の路

線が存在しています。

道路網検証では、代替路線として東側に並行する都市計画道路富士宮駅中原線や西側

にも並行する県道富士宮富士公園線いわゆる登山道があり、これらにより交通処理機能

等の代替が可能であることから、廃止しても自動車交通や公共交通への影響は小さく、

将来都市像との整合性にも問題はありません。

よって、野中棒杭線の一部区間１１－４は廃止とします。

次に古宮石敷線１３－１区間です。

区間検証では、必要性は歩行者自転車・都市防災機能以外に認められず評価が低く、

合理性における課題はありません。

道路網検証では、重複する１級市道若宮天間線により道路機能は確保され概ね対応可

能であること。

また、富士市側の状況を見ると市街化区域と調整区域の境界に位置しており、現道は

あるものの都市計画道路としてのネットワークは組まれていない状況です。

さらに、今後、市街化区域の拡大も見込まれない中にあっては市域間ネットワーク形
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成上の役割も期待できないことから、廃止しても自動車交通や公共交通への影響は小さ

く、将来都市像との整合性にも問題はありません。

なお、１３－１区間が廃止の方向となったことを受け、１３－２区間を含む古宮石敷

線全線を検討したところ、当該路線は、１３－１区間では１級市道若宮天間線と重複し、

１３－２区間では県道富士富士宮由比線と並行しており、既にこれらの現道により市域

間の連絡がなされていることを踏まえ、市域を超えたネットワークの連続性の観点、ま

た、現道により一定の道路機能が確保されることから、全線廃止しても影響は小さく、

よって１３－１～２の古宮石敷線全線の廃止が妥当と判断しました。

次に万野宮原線１７－３区間です。

区間検証では、必要性は都市防災機能以外に認められず評価が低く、合理性において

は工場などの大規模施設が存在しています。

道路網検証では、当該区間は市街化区域の端部に計画され西側に接続路線がなく、ま

た、今後の市街化区域拡大が見込まれない中にあっては交通ネットワーク形成上の役割

も期待できないことから、廃止しても自動車交通や公共交通への影響は小さく、将来都

市像との整合性にも問題はありません。

なお、必要性の検証において、防災上は道路が必要と唯一評価された都市防災機能に

ついては、当該区域の状況を見ると北側に隣接して宮原土地区画整理事業が施工済みで

あり、幅員６ｍの区画道路が周辺に整備されている状況や消防水利の整備状況などから、

この区間に幹線道路がなくても防災上の対応は可能であると判断できます。

よって、万野宮原線の一部区間１７－３は廃止とします。

次に大岩淀師線１９－７区間です。

ただいまの万野宮原線１７－３区間とほぼ同じ内容です。

区間検証では、必要性は都市防災機能以外に認められず評価が低く、合理性において

は大規模施設、具体的には養鱒場が存在しています。

道路網検証では、当該区間もほぼ市街化区域の端部に計画され西側は潤井川で接続路

線がなく、また、今後の市街化区域拡大が見込まれない中にあっては交通ネットワーク

形成上の役割も期待できないことから、廃止しても自動車交通や公共交通への影響は小

さく、将来都市像との整合性にも問題はありません。

なお、この区間でも唯一評価された都市防災機能については、周辺の状況を見ると田

中青木線からの距離が比較的近く住区内には４メートル以上の道路や西側には潤井川

の河川空間もあり、用水などの消防水利も近隣にあることから、当該区間に幹線道路が

なくても防災上の対応は可能であると判断できます。

よって、大岩淀師線の一部区間１９－７は廃止とします。

次に必要性は高いが合理性が低い３路線５区間のうち山本大中里線の１６－５区間

から説明します。

区間検証では必要性は自動車交通機能のほか多様な機能が認められ評価が高く、一方、

合理性は大規模法面の発生や白尾山風致地区に抵触しているといった課題があります。

道路網検証では外環状道路を構成し、交通ネットワーク形成上の重要な役割を担って

います。
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なお、大規模法面の発生などの課題に関しては、現場環境に対応した適切な工法等に

より一定の合理性向上が可能です。

よって、現決定を維持とします。

次に西富士宮駅大中里線２１－２区間です。

区間検証では必要性は自動車交通機能のほか多様な機能が認められ評価が高く、一方、

合理性は大規模橋梁の発生や市指定保存湧水池の一部に抵触しているといった課題が

あります。

道路網検証では交通結節点、西富士宮駅と都市内主要幹線道路、県道富士宮芝川線を

連絡し、交通ネットワーク形成上の重要な役割を担っています。

なお、大規模橋梁の発生や湧水池への一部抵触の課題に関しては、現場環境に対応し

た適切な工法等により一定の合理性向上が可能です。

よって、現決定を維持とします。

次に岳南北部幹線２３－１.７.９の３区間です。

区間検証では必要性は新東名へのアクセス機能のほか多様な機能が認められ評価が

高く、一方、合理性は４車線で計画されていますが、交通需要面では２車線での対応可

能です。

道路網検証では、岳南都市圏全体での平成３７年の将来発生集中交通量は、平成１６

年に対しておよそ１割減少すると予測されている中で、全線を 2 車線に変更しても当

該路線の将来交通需要予測から最も多い区間で１日あたり約 1 万３千台の交通量、混

雑度も１．３４であることから、著しい混雑はなく交通容量的にも対応可能です。

また、南側に平行する国道１３９号の交通量は、最大区間で１日あたり３万６千台、

混雑度は１．２５とされ、周辺道路へ与える影響も小さく、将来都市像との整合にも問

題はありません。

よって、岳南北部幹線の全線を４車線から２車線に幅員および車線数を縮小する変更

とします。

以上の検証作業により、各路線の方針が導かれています。

最確認しますと、図のピンク色で示す廃止が、小泉大中里線７－４～８の５区間、野

中棒杭線１１－４の区間、古宮石敷線の全線１３－１～２の２区間、万野宮原線１７－

３の区間、大岩淀師線１９－７の区間です。

また、オレンジ色で示す幅員・車線数の変更は、岳南北部幹線の全線２３－１～１０

の１０区間です。

それでは、総括的に再検証結果（案）を導いた過程とその作業経過を確認します。

お手元の資料は資料①概要版の左側になります。

ステップ１の再検証対象区間の分割設定で１９路線６９区間を得ました。

ステップ２の区間単位における必要性の検証によって、必要性が高い６０区間と必要

性が低い９区間に分かれました。

ステップ３の合理性の検証によって、必要性が高い６０区間をさらに合理性が高い５

５区間と合理性が低い５区間に分かれました。

最後にステップ４の道路網での検証を経て、現決定を維持が４９区間、変更が１０区
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間、廃止が１０区間とする各路線の方針が導かれました。

次に各路線の方針の内訳です。

再検証対象の６９区間、延長約３８．８キロメートルのうち、およそ３割が変更また

は廃止という結果となりました。

現決定を維持が２８．４キロメートルの７３パーセント、変更が６．６キロメートル

の１７パーセント、廃止が３．８キロメートルの１０パーセントです。

ここまでが、再検証結果（案）の内容となります

次にパブリックコメントの結果と対応方針です。

去る７月５日から８月４日までパブリックコメントを実施したところ、１名の方から

１件のご意見をいただきました。

意見の要旨については、古宮石敷線の全線廃止に反対するというもので、その理由は、

計画道路に並行する県道富士富士宮由比線の道幅が狭く、歩行者が安全に通行できる生

活道路が欲しい。

また、宅地化が進み交通量が増えた小泉地区では必要な道路である、という内容です。

併せて、「現道の拡幅改良は可能か」というお尋もされていることから、意見者の趣

旨としては、生活道路として特に歩道の整備を望まれているのと同時に、都市計画道路

が廃止されると現道の改良も行われなくなってしまうのではないかというご心配をさ

れております。

いただいたご意見に対する市の考え方については、今後ホームページ等を通じて再検

証結果と併せて公表する予定です。

ご意見の趣旨を踏まえ市の考え方・回答としては、まず、現道の整備状況として、1

級市道若宮天間線には概ね歩道が設置されており、県道富士富士宮由比線は若宮南交差

点から西側一部区間と荻間橋を含むカーブ付近にも過年度の橋梁工事の際に歩道が設

置され、これまでも徐々に道路状況の改善が図られてきています。

次にご意見の中で、「廃止になった場合でも現道の拡幅は可能なのか」とご心配され

ている点については、対応方針として、今後も安全に通行するための歩行空間等の整備

が必要な場合には、都市計画道路としての位置付けはなくとも沿線・地域の皆さんのご

理解とご協力をいただきながら、これまで通り生活道路としての現道改良による対応が

可能と考えられます。

したがって、都市計画道路が廃止されることによって現道の整備が全く行われなくな

る訳ではありません。

加えて、ご意見の中で現道の交通量が多く小泉地区には必要と感じられている点につ

いては、廃止する理由の要点の１つでもありますが、１つ目として、富士市と連絡する

広域幹線道路は、同小泉地区では当該計画路線の他に富士富士宮線、吉原大月線が配置

されており、今後、岳南北部幹線や山本大中里線など、他地区の計画路線も整備される

ことにより、現道の通過交通は将来的には減少に向かいます。

なお、交通配分上の数値を申し上げますと、若宮南交差点西側の県道区間における平

成３７年の将来交通量は７千台と予測され、岳南地区のパーソントリップ調査が行われ

た平成１６年の９千台に対して２割強減少すると見込まれています。
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２つ目として、富士市側とは都市計画道路の連続したネットワークが形成されておら

ず、今後の形成や役割も期待できません。

これらのことから、自動車交通機能を主とする高規格な都市計画道路としての必要性

は小さいものと判断したもので、この全線廃止とする方針については、原案のままとし

たいと考えています。

次に今後のスケジュールです。

再検証結果（案）については、去る７月４日から８月５日までパブリックコメントを実

施し、１名の方から１件のご意見をいただきました。

最終検討を終えたのち９月末までに改めて再検証結果として公表します。

現決定を維持する路線については、道路整備プログラムなど事業を進めていく上での

事業計画等に反映します。

また、変更や廃止と設定した路線については、個別課題の調査や検討を行ったのち、

地域の皆さんと合意形成を図りながら具体に中身を詰め、都市計画法に基づく手続きを

進めていく予定です。

都市計画道路の必要性再検証結果（案）については以上です。

続きまして、都市計画施設区域内の建築許可基準の緩和についてご説明いたします。

お手元の資料は④と⑤となりますが、こちらもパワーポイントの方で説明させていただ

きます。

始めに許可基準の現状です。

都市計画法では、都市計画施設の区域内における建築行為は、都市計画法第５３条の

許可を受けなければなりません。その基準については法第５４条に規定されています。

法第５３条の規定による建築制限は、都市計画施設等の整備の円滑な執行を確保する

ために行われるものです。

法第５４条で定める許可基準の概要は、建築物の建築にあたっては、容易に移転し、

又は除却することができる木造・鉄骨造などの階数が２以下の建築物は許可しなければ

ならないとなっています。

この許認可事務は、平成１１年度より県から権限委譲を受けているため、許可権者は

市長です。

法第５４条の基準は、必ず許可しなければならないもののみを定めており、許可権者

が要綱等を定めることで、法第５４条に規定する許可基準の緩和を行うことが可能とさ

れています。

次に課題・問題点です。

建築制限は、都市計画の目的を実現するために必要な限度において住民の権利を制限

するものですが、長期にわたり事業が着手されていない都市計画道路等も存在していま

す。

今後もより効率的な整備をしていくものの整備が後になるものも生じてしまう状況

の中では、地権者が長期間土地を有効に利用できないという課題があります。

次に許可基準の見直しの必要性です。

１つ目に、近年の２世帯住宅の普及など木造３階建てが一般化しつつある状況を勘案
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し、建築制限緩和を実施した場合、こうしたニーズに対応でき、長期未着手における地

権者の負担軽減を図ることができます。

２つ目に、許可基準の見直しにあたっては、単なる建築制限の緩和という観点だけで

はなく、長期未着手の都市計画施設などの今後の整備方針との関連性も重要な要素であ

り、都市計画道路等の必要性再検証と併せて取組むことが望ましい。との見解が県から

示されています。

３つ目に、共に岳南広域都市計画区域を構成する富士市が、既に平成２１年４月より

緩和を行っており、広域的な都市計画行政を運営する上で公平性確保の観点からも許可

基準を合わせることが妥当と判断しています。

参考に、緩和を実施している他市の状況は、県内では静岡市、浜松市、富士市の３市

で緩和を実施しており、３市とも都市計画道路の再検証を実施した自治体です。

また、全国の状況を見ると政令市の約８割、特例市では約５割が緩和を実施していま

す。

また、東京都、神奈川県のように全都県的に実施している自治体もあります。

次に緩和の方針・内容です。

これまでの木造・鉄骨造など２階建てまでを近い将来事業が見込まれていない施設を

除き、木造・鉄骨造などの３階建てを認めていきたいと考えております。

実施の時期については、今後「都市計画法第５３条第１項の許可に関する取扱要綱」

を定め、平成２３年４月１日からの施行を予定しています。

最後に緩和の対象路線、区間についてです。

スクリーンには、お手元の資料⑤の平成２０年２月に公表しました都市計画道路整備

プログラムの３ページと４ページを示しています。

緩和の対象とする近い将来事業が見込まれていない施設とは、都市計画道路整備プロ

グラムの長期に着手を予定する路線で、図の黄色の区間とします。それ以外の短期と中

期に着手を予定する路線は、従来どおりの許可基準、すなわち２階建てまでとします。

都市計画施設区域内の建築許可基準の緩和の説明は以上です。

これで、都市計画道路の必要性再検証についての説明を終ります。

よろしくお願いいたします。

水口会長

ご苦労さまでした。

かなり技術的な作業を伴うものですが、わかりやすく説明していただいたと思います。

お聞きのとおり、ネットワークとしての評価もして、最終的に都市計画道路を維持す

る、変更する、廃止する、ということが決められました。

今後、個別の変更や廃止といった路線については、この審議会で審議を行うこととな

ります。

私から補足的な質問をさせていただきますが、パブリックコメントで１件あったとの

ことですが、古宮石敷線について、生活道路としての整備は行うのかとの質問がありま

したが、もう一つの７番系統である小泉大中里線についてはパブリックコメントとして
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の意見はありませんでしたでしょうか。

都市計画課

ありませんでした。

水口会長

もう一点、資料の最終ページに都市計画道路整備計画図というものがありますが、こ

れは、平成２０年４月に公表された、いわゆる道路整備プログラムですが、ここでは、

改良済み、短期着手、中期着手、長期着手に道路が色分けがされておりますが、先ほど

の都市計画法５３条の建築制限の一部緩和というのは、この長期着手の道路にかかる建

築について適用するとの説明がありました。

そこで質問ですが、岳南北部幹線を除くと緩和される路線は、道路整備プログラムで

はいずれも長期着手に位置づけられておりますが、今回の再検証結果を受けてこの道路

整備プログラム自体は見直しを行うのでしょうか。

都市整備課長

都市計画道路整備プログラムというのはすでに公表しておりまして、その後、今回の

再検証が行われたわけですが、どちらの作業においても市の発展性を見ながらさまざま

な長期計画に基づいて作業が行われておりますので、ほぼ同じ内容の手順を踏まえて作

成されていると考えております。

当然、中期や短期に位置づけられた路線が再検証の結果廃止ということでは、市とし

てしっかりとした事業計画が作られていないということとなりますので、内容的には時

間は前後しておりますが、長期計画との整合を保って作成されておりますので、大きく

変更することはないと考えております。

水口会長

関連して、ここでいう短期、中期、長期、具体的にはどのように考えればよろしいの

でしょうか。

都市整備課長

短期というのは明らかに目処がついているもの、事業に着手しているものを掲げてあ

ります。

中期につきましては、市の総合計画や都市計画区域マスタープランなど上位計画に位

置づけられている路線を掲げており、それ以外の路線を長期と位置づけております。

ただし、中期につきましても、すべてのものが財源的な裏づけがある訳ではありませ

んので、優先順位を定めながら財源を確保し順次整備を進めていくこととなります。

水口会長

資料では中期というのは２３年度から順次着手と書いてありますが、来年４月から施
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行を予定している５３条の規制緩和は、近い将来整備を予定していない施設とあります

が、資料にある黄色い路線と考えてよろしいでしょうか。

都市整備課長

中期の中でも、すべての路線が財源の担保が取れているわけではありませんので、社

会情勢の大きな変化があれば、道路整備プログラムも都市計画道路の必要性再検証につ

いても見直しが必要となってくることが考えられますが、現時点では、今回お示しした

考え方で進めて参りたいと考えております。

いずれにしても、道路整備プログラムも都市計画道路の必要性再検証はセットのもの

であり、変更や見直しが生じた場合は、双方において対応していくとものであると考え

ております。

稲葉委員

都市計画法５３条の規制緩和について、他の自治体ではすでに３階建が認められてい

るという地域もあるとのお話でしたが、規制を緩和したことによる新たな問題が生じた

といった事例はあるのでしょうか。

都市計画課長

将来的に、道路整備時の補償という場面になれは、緩和したことによる補償額の増大

などの何かしらの問題が生じてくることが予想されますが、現時点で、規制の緩和とい

う部分についてなにか問題が生じているといった事例はないと聞いております。

同じ都市計画区域を構成する富士市では既に規制を緩和しており、同じ都市計画区域

で規制のあり方が異なるというほうが現時点においては課題であると考えております。

西川委員

都市計画道路整備プログラムには、岳南北部幹線を４車線から２車線にするというこ

ととなっておりますが、岳南北部幹線については、市道時田阿幸地線と県道富士根停車

場線の上に引かれていますが、県道富士根停車場線として整備する部分と、市道時田阿

幸地線として整備する部分があるという表現であるかということを確認したい。

また、岳南北部幹線を４車線から２車線に変更することについて、単に幅員を狭める

ものであるのか、また、線形を見直すということまで考えておられるのかを確認させて

いただきたい。

もう一点として、変更や廃止を計画している路線について、沿道型の用途地域が設定

されている部分もありますが、道路の変更や廃止に伴い、それらの用途地域をどのよう

に取り扱うのかを合わせて確認させていただきたい。

都市整備課長

資料の路線名につきましては、事業地の起終点を表示させていただいていると認識し

ております。
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県において富士根停車場線の大岩橋戸付近の交差点改良なども行っていただいてお

りますが、基本的に県道があって、交通安全対策の面から見ても改良したい部分であり

ますので、時田阿幸地線との交差点から東側に向けて、現在事業をしていただいている

交差点改良の東側までの区間を、優先順位の中期で対応していきたいと考えております。

岳南北部幹線については、全線の延長が非常に長いことから、この区間を優先したい

との考えておりますので、中期に設定させていただいております。

都市計画課主幹

岳南北部幹線の車線の変更について、どのような方法で行うかとのことにつきまして

は、都市計画の手続きの中で行っていきたいと考えております。

具体的には、都市計画法第２３条第６項の管理者協議の中で行って参りたいと考えて

おります。

岳南北部幹線は、県道と重複する部分も多く、また、都市計画決定権者も県道ですか

ら静岡県となりますが、原案は富士宮市が作成いたしますので、その際、管理者であり

ます静岡県と協議して参りたいと考えております。

もう一つのご質問で、都市計画道路の変更や廃止に伴う沿道型の用途地域の取扱につ

いてですが、万野宮原線及び大岩淀師線につきましては、沿道から３０メートルほど第

１種住居地域が設定されております。

これは、都市計画道路ができることを前提とした土地利用を想定し設定されたもので

あり現道もないことから、地元住民の皆様との合意形成が図れることが前提となること

はもちろんですが、道路の廃止とともに周辺の用途地域と合わせたものに変更する予定

であります。

もう一つの古宮石敷線につきましては、同じく沿線型の用途地域として第１種住居地

域が設定してありますが、先ほどの２路線とは異なり既に現道があり、この地区ではか

なり昔から第１種住居が設定され、土地利用の誘導が図られています。

また、将来的にこの現道を廃止する予定もありませんので、こちらの路線につきまし

ては、都市計画道路が廃止された後も現状の土地利用に合わせて用途変更は行わない予

定であります。

水口会長

ちなみに、廃止が予定されている路線で、路線型の用途地域が設定されているのは、

先ほどご説明があった３路線でよろしいでしょうか。

都市計画課長

はい。

水口会長

岳南北部幹線の中期着手予定の区間は、県道富士根停車場線と並行する部分との事で

あり、その前後は長期着手予定となっております。
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当該路線については、現在４車線で決定されている訳ですが、これを２車線に変更し

ても、交通量上支障がなく、事業のしやすさにも寄与するということでした。

ただし、４車線を２車線にしても、道路整備プログラムとしての中期と長期の位置づ

けは変わりはないとのことでした。

そのほか、ご質問、ご意見よろしいでしょうか。

それでは、先ほど申し上げましたように、今後、都市計画道路を変更、又は廃止する

ところ、関連して沿道の用途地域を変更するなど、具体的な都市計画の変更として都市

計画審議会で審議することとなりますので、委員の皆様よろしくお願いいたします。

それでは報告事項の(2)「まちづくり交付金フォローアップ」について事務局より説

明をお願いいたします。

都市整備課長

都市整備課長の小沢と申します。よろしくお願いいたします。

まちづくり交付金の事後評価につきましては、都市計画審議会本来の業務ではござい

ませんが、一昨年御審議を賜りまして大変ありがとうございました。

平成２０年１０月に交付金を活用して整備いたしました現地をご覧いただき、その後

同年１２月４日にまちづくり交付金事後評価といたしましてご審議いただきました。

本審議会の答申に基づきまして事後報告書を作成し、同年同月、国に報告してござい

ます。

その後、国からの回答を受けまして、平成２１年３月にホームページ等において事後

評価の公表を行っております。

ご審議いただきました際、年度途中の評価でありましたことから、都市再生整備計画

に記載した目標を定量化する指標、いわゆる目標値においては推定値を用いた部分がご

ざいましたことから、数値が確定した段階で再度御報告させていただくとさせていただ

いておりますので、この度、すべての数値が確定し、既に報告書は国に提出させていた

だいておりますが、この内容について、本日御報告をさせていただきます。

詳細につきましては、担当係長よりご説明させていただきます。

都市整備課主幹兼都市整備係長

都市整備課の望月です。よろしくお願いいたします。

私からは、まちづくり交付金フォローアップについて御報告させていただきます。

報告事項（2）まちづくり交付金フォローアップ報告書をご覧ください。

資料は、最初の３ページがまちづくり交付金フォローアップ報告書、後半の３ページ

が、平成２０年１０月及び１２月の都市計画審議会でご審議いただき答申をいただきま

したまちづくり交付金事後評価シートでございます。

最初に、前回の都市計画審議会におけるまちづくり交付金事後評価の審議からだいぶ

時間が経過していることから、まちづくり交付金事後評価シートについて概要を説明さ
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せていただき、その後、フォローアップについて説明させていただきます。

資料の一番最後のページをご覧ください。

まちづくり交付金事業富士宮駅周辺地区の範囲は、資料地図の赤のラインで示された

地域で、面積は２７ヘクタールであります。

平成１６年度から平成２０年度の５年間を事業期間として、基幹事業として道路事業

４路線、公園事業、地域生活基盤整備事業、高質空間施設整備事業、さらに提案事業と

いたしまして、地域創造支援事業、事業活用調査等の事業を実施いたしました。

また下段には、前回の都市計画審議会の資料といたしまして、ご審議いただきました

まちの課題の変化、今後のまちづくりの方策等について記載されています。

様式２－１、評価結果のまとめをご覧ください。

上段の(1)、事業の実施状況は、先ほど説明させていただきました事業が記載されて

います。

中断の(2)、都市再生整備計画に記載した、目標を定量化する指標の達成状況には、

観光客入り込み客数、空き店舗活用数、駐車場利用台数及び地区周辺イベント数の４つ

の指標があり、前回の都市計画審議会でご審議いただいた指標の従前値、目標値、評価

値等が記載されています。

次に、本日の報告事項でありますフォローアップについて説明させていただきます。

前回、平成２０年１２月の都市計画審議会において審議していただいた評価値は、先

ほど課長からもお話いたしましたとおり、平成２０年度の見込値でありました。

今回見込値がフォローアップによって確定したことから御報告させていただきます。

報告書２ページをご覧ください。

数値目標達成状況の確認、都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

をご覧ください。

指標は４つあります。

指標１の観光客入り込み客数については、従前値１３３万人／年、目標値１４０万人

／年、評価値１８０万人／年、フォローアップによる確定値が１５２万人／年でありま

した。

評価値と確定値の差がマイナス２８万人となりましたが、この原因といたしましては、

Ｂ－１グランプリの影響もあり、直近の過去３年間が増加傾向にあったことから、この

傾向がつづくとの推計を行いましたが、推計どおりの伸びがなかったことによります。

評価値と確定値の差異はありますが、基盤整備と民間活用の相乗効果により観光客が

増加し、目標値の年間１４０万人を上回ることができました。

指標２の空き店舗活用数は、従前値０戸、目標値５戸、評価値５戸、フォローアップ

による確定値も同じく５戸でありました。

このことは、基盤整備により民間活動の拠点施設として空き店舗が活用されるように

なったと考えております。

指標３の駐車場利用台数は、従前値４万８千台／年、目標値５万１千台／年、評価値

５万８千台／年、フォローアップによる確定値が５万９千台／年でありました。

基盤整備と民間活動の相乗効果により観光客が増加したことに伴い、駐車場利用台数



- 22 -

が増加したものと考えております。

指標４の地区周辺イベント数は、従前値２７回／年、目標値５１回／年、評価値５５

回／年、フォローアップによる確定値が５３回／年でありました。

基盤整備により、イベントを実施しようとする機運が高まったことにより、定期的イ

ベントに加え、新規イベントが開催されたと考えます。

次のページの今後のまちづくりの方策の検証の、今後のまちづくり方策の進捗状況を

ご覧ください。

成果を持続するために行う方策として３項目あり、一つ目のまちの賑わいの持続につ

きまして実施した具体的な内容は、「観光協会、商工会議所、商店街などの外郭団体に

より目標値を超えるさまざまなイベントが継続して開催されていた」であります。

実施した結果は、「さまざまなイベントが開催されたことにより、中心市街地として

の地域活力が継続した」であります。

今後の課題、その他特記事項としましては、「持続可能な仕組みづくりが構築された

ため、中心市街地に賑わいの継続と、更なる賑わいの創出が必要である」であります。

次に二つ目の空き店舗の活用数といたしましては、実施した具体的な内容は、空き店

舗の調査であります。

実施した結果は、空き店舗の把握であります。

今後の課題、その他特記事項といたしましては、空き店舗活用の支援、体制づくりで

あります。

三つ目の交流の促進につきましては、実施した具体的な内容は、商店街、老人会及び

隣接小学校との交流の実施であります。

実施した結果は、「地域の交流が活発化した」であります。

今後の課題、その他特記事項といたしましては、「園舎を改築した富士宮市立大宮保

育園が中心市街地に立地していることにより交流が活発化したため、今後はさらなる地

域住民との交流を模索していく」であります。

次に改善策は２項目あります。

一つ目の回遊性の確保、安全性の確保につきましては、実施した具体的な内容は、「富

士山せせらぎ広場から中心市街地を結ぶ歩道の一部が完成、バリアフリー事業が実施

中」であります。

実施した結果は、「歩行者の安全性、利便性、快適性が向上」であります。

今後の課題、その他特記事項といたしましては、「道路整備事業の推進により、更な

る歩行者導線の確保、安全性、回遊性の確保を必要とする」であります。

二つ目の観光客の安全性、利便性、快適性の向上につきましては、実施じた具体的な

内容は、平成２１年度からまちづくり交付金事業富士宮駅周辺地区第２区を現在実施中

でありますが、その事業によりまして、歩行者環境の向上に向けて道路整備事業に着手

であります。

実施した結果は、「まちづくり交付金事業により、安全性の向上に向けて事業中」で

あります。

今後の課題、その他特記事項といたしましては、「まちづくり交付金事業の円滑な実
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施、バリアフリー事業の完成と、重点整備地区内の安全性の向上を必要とする」であり

ます。

以上で報告事項(2)の説明を終わります。

よろしくお願いいたします。

水口会長

ご苦労さまでした。

ただいまの説明について、委員の皆様のご意見、ご質問をお受けいたします。

私から関連して１点質問いたしますが、今後のまちづくり方策の検討において、まち

づくり交付金を活用する第二期分として、対象地を広げて実施されているようですが、

ここに書かれている観光客の安全性と回遊性に絡んで、歩行者環境の向上に向けた道路

整備事業であるとか、バリアフリー事業の完成であるとか、回遊性の更なる確保などが

ありますが、より効果を高めるための具体的事業としてはどのようなことを実施してい

ますでしょうか。

都市整備課長

まちづくり交付金事業の第二期をただいま実施しておりますが、概要につきましては、

面積については、都市計画道路の内環状線の中の概ね２７６ヘクタールを区域としてお

ります。

事業といたしましては、せせらぎ広場から北側への浅間大社までの連続性を確保する

歩行者の導線に関する事業、街中の歩行者の回遊性、安全性の確保を目的とした、身延

線鉄道高架の完成を見ながら周辺の緑道、歩道の整備、場所は異なりますが、阿幸地青

見線事業の早期完成を目指しまして事業に組み入れてございます。

完成しますと、大型車輌の中心市街地への流入が抑制が期待され、歩行者の安全性が

確保されると考えております。

水口会長

まちづくり交付金においてテーマ性のある事業を行いながら、中心市街地の活性化の

計画などいろいろなものが絡んでくると思いますが、連携をとって進めていただきたい

と思います。

第二期は何ヵ年の事業になりますか。

都市整備課長

平成２１年から平成２５年までの５年間の事業です。

水口会長

その際はまた事後評価が必要となりますね。
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都市整備課長

別途評価委員会を設けないとすれば、都市計画審議会にお願いすることとなります。

その際は、ぜひともよろしくお願いいたします。

水口会長

そのほか、ご意見ご質問はございませんでしょうか。

質問もないようですので、本日予定していた審議はすべて終了いたしましたので、進

行を事務局にお返しいたします。

【司 会】計画係長

委員の皆様、長時間にわたるご審議ありがとうございました。

水口会長、会議の進行ご苦労さまでした。

最後に次回都市計画審議会の開催予定についてお知らせいたします。

次回都市計画審議会は、年が明けまして平成２３年１月ごろを予定しております。

内容といたしましては、本年３月の芝川町との合併に関連します、都市計画区域の再

編、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の決定、区域区分の決定などを予定して

おります。

また、本年１月 1 日に施行いたしました、富士宮市景観計画につきまして、芝川地

域を含めた新富士宮市としての景観計画を修正しております。

これにつきましても修正作業の進捗状況について御報告を行う予定でおります。

詳細につきましては、決定しだい委員の皆様にご連絡させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。

以上をもちまして、平成２２年度第 1 回富士宮市都市計画審議会を閉会いたします。

皆様、長時間にわたりありがとうございました。

富士宮市都市計画審議会運営要領第８条第１項の規定によりここに署名する。

議 長

委 員


